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いちき串木野 おしらせ版おしらせ版広報

水 道 メ ー タ ー の 検 針 人 募 集
上下水道課（☎ 21-5155）

　水道メーターの検針人を募集します。
　応募する方は、履歴書を上下水道課に提出してくださ
い。
〇募集人員　１人
〇応募資格　市内居住者で昭和 28 年 4 月 2 日以降に

生まれた方
〇業務内容　水道メーター検針（毎月 3 日から 9 日）
〇検針地区　日出町、麓、旭町など
〇委託件数　約 1,200 件
〇手　　当　検針１件につき 65 円
〇契約期間　7 月～平成 31 年 3 月（更新あり）
　　　　　　※ 6 月検針期間に研修あり
〇募集期限　5 月 17 日（木）まで
〇面　　接　5 月 25 日（金）午前中予定
〇問 合 せ　上下水道課上水管理係

全国戦没者追悼式参列希望遺族の募集
福祉課（☎ 33-5618）

〇追悼式　8 月15 日（水）
前日から団体行動になります。

〇場　所　日本武道館（東京都千代田区）
〇対象者　
・戦没者及び一般戦災死没者の配偶者及び三親等内

の遺族（過去参列していない方を優先）
・「次世代への継承」という観点から18 歳未満の遺族

についても募集します。
〇募集遺族数　県下で 65 名　
〇申込締切　　 5 月 31日（木）
〇申込・問合せ
　　福祉課子育て支援係　　　　　☎ 33-5618
　　市来庁舎市民課市民生活係　　☎ 21-5117

特 定 健 診 を 受 け て い な い 方 へ の
個 別 訪 問 を 実 施 し ま す

健康増進課（☎ 33-5613）
　現在、平成 29 年度の特定健診を受診しなかった方
への個別訪問を実施しています。
〇調査期間　平成 31 年 2 月まで
〇調査対象　平成 29 年度の特定健診未受診者
〇調査方法　身分証明書を持った調査員（看護師、

保健師）による訪問調査
〇問 合 せ　健康増進課保険給付係

平成 30 年度の
特 定 健 診・長 寿 健 診 が 始まります

健康増進課（☎ 33-5613）
〇特定健診とは

　私たちの健康をおびやかす、心臓病、脳卒中、糖
尿病などの生活習慣病は、自覚症状がないまま進行
することが多く、異常に気付くためには毎年の健康
診査が欠かせません。また、毎年の検査結果の変化
を見ることで、予防に取り組むことができます。
　健康づくりのスタートとして健康診査を受診し、生
活習慣の見直しに役立てましょう。

〇対象者
・40 ～74 歳の国保加入者
・後期高齢者医療制度加入者（75 歳以上）
〇期　間　５月～10 月（費用は無料です）
〇健診の流れ

①対象者に市役所から受診券が届きます。
②健診を医療機関に申し込み、受診します。

・健診を受けられるのは市と契約している市内の
医療機関です。

・身体計測や血液検査などメタボリックシンドロー
ムに関わりの深い項目を中心に検査を受けます。

③検査結果
・受診から1～2 ヶ月後に結果報告会の案内が送

られてきます。
・「高齢者元気度アップ・ポイントカード」をお持

ちの方は、持参ください。
・メタボリックシンドロームのリスクがある方は、

保健指導を受ける必要があります。
※詳しくは、受診券と一緒に送られてくる書類でご確認

ください。
※後期高齢者医療制度加入者で、初めて長寿健診を希

望する方は、健康増進課（☎ 33-5613）へご連絡くだ
さい。

※２月までに人間ドックを受診する方は、特定健診を受
診する必要はありません。

製 造事 業 所の皆 様 へ
統 計 調 査 に ご 協 力 く だ さ い

政策課（☎ 33-5672）
　平成 30 年工業統計調査を 6 月1日現在で行います。
調査の実施に当たっては、5 月頃から 6 月にかけて調
査員が伺います。
　なお、調査票に記入していただいた内容については、
統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確な記入
をお願いします。
〇問合せ　政策課広報統計係

経済産業省のホームページもご覧ください。
http://www.meti.go.jp/statistics/
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現在、いちき串木野市国民健康保険では、市内の指
定医療機関において、特定健診を実施しています。健
診期限は、10 月 31日までです。9 月・10 月は医療機
関が混み合いますので早めの受診をおすすめします。
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糖 尿 病 の リス ク が 高 い 人 の た め に
糖尿病重症化予防対策を実施しています

健康増進課（☎ 33-5613）
　国民健康保険では、生活習慣病、特に糖尿病の早
期発見、早期治療を目的に「糖尿病（詳細）健診」を実
施しています。
〇対象者

　特定健診や人間ドック、がんドック、職場健診、医
療機関からの情報提供の結果が HbA1c6.5％以上
の方（糖尿病治療中を除く）

〇受診病院　健診協力医療機関で受診
健診料は無料

〇糖尿病（詳細）健診の内容

〇その他
・現在、糖尿病治療中の方にも保健師または看護師

が訪問することがありますのでご理解ください。
・糖尿病は早期に発見し、生活習慣を改善すれば、

合併症や人工透析に移行するなどの重症化が予防
できます。

・糖尿病重症化予防のためにも対象となった方はぜ
ひ受診してください。

平成３０年度鹿児島障害者職業能力開発校
障 害 者 委 託 訓 練 生 の 募 集 に つ い て

福祉課（☎ 33-5619）
　障害のある方が就職に必要な知識・技能の習得を図
るための委託訓練です。
〇訓練内容	 パソコンを利用した訓練
〇訓練期間	 	８月１日（水）～10 月 26 日（金）
 土日祝祭日を除く
〇実施場所	 薩摩川内市青山町 4597 番地
 川内能力開発協会
 川内技術開発センター
〇応募資格	 障害があり、早期の就職や再就職を
　　　　　　　 目指す方
〇授 業 料	 無料　※教材費 7,712 円は自己負担
〇申込期間　　　５月 29 日（火）～６月 29 日（金）
 定員７名　面接選考有
 （応募者が少ない時は訓練を実施しな 
 い場合があります）
〇願書提出先	 最寄りのハローワーク
〇問 合 せ   薩摩川内市入来町浦之名1432 番地

 障害者職業訓練コーディネーター仙名
 ☎ 44-2206　FAX 44-2207

第 38 回「愛のカーネーション献血」
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　次の日程で献血を実施します。多くの方々のご協力を
お願いします。
〇日　　時　　5 月12 日（土）　9：30 ～16：00
　　　　　　　（会場ごとに、１時間程お昼休憩があります）
〇場　　所　 ・いちき串木野市市民文化センター

　　　・A コープ串木野店
　 　　・濵田屋伝兵衛（市来郵便局横駐車場）

〇献 血 量 　 400ml　
〇献血年齢　 18 歳～ 69 歳（男性は 17 歳から）

※ただし、65 歳以上の献血については、献血する方
の健康を考え 60 歳から 64 歳の間に献血経験が
ある方に限ります。

〇体　　重　 男性・女性とも 50㎏以上
〇協　　力　 公益社団法人 串木野青年会議所

マイナンバーカード（個人番号カード）の受け取り
市民課（☎33-5611）市来庁舎市民課（☎21-5114）
　マイナンバーカードを申請した方に、順次「個人番号
交付・電子証明書発行通知書兼照会書」のハガキを送
付しています。
　ハガキが届いた方で、平日に受け取れない場合は日
曜窓口をご利用ください。
〇開設予定日

5/27、6/24、7/29、8/26、9/23、10/28、
11/25、12/23、1/27、2/24

〇開設時間　9：00 ～12：00
〇開設場所　串木野庁舎市民課

（市来庁舎受取りの方も含む）
※この日はマイナンバーカードを受け取る以外の手続き

はできません。
〇受取方法

本人が、次のものを持参してお受け取りください。
・ハガキ
（個人番号交付・電子証明書発行通知書兼照会書）

・通知カード
・住民基本台帳カード（お持ちの場合）
・本人確認書類
（運転免許証・パスポートなど顔写真付のもの）
※本人確認書類は、他にもあります。詳しくは通知カー

ドと一緒に同封されていた説明用パンフレットをご
覧いただくか、市民課へお問い合わせください。

・空腹時血糖値もしくは随時血糖値
・HbA1c（過去１～２ヶ月の平均的な血糖状態）
・尿中微量アルブミン（糖尿病腎症の早期発見指標）

～マイナンバーカード取得のお願い～
今後、マイナンバーの必要な機会が増えることが予想
されます。まだ、マイナンバーカードの申請をされてい
ない方は、是非お手続きをお願いします。１枚で本人
確認までできるマイナンバーカードは便利です。
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幼 稚 園・ 保 育 園 の ３ 歳 児 以 上 で か つ 第 ２ 子 の 保 育 料 を 無 料 化
福祉課（☎ 33-5618）教育委員会総務課（☎ 21-5126）

　本市では、市の重要施策である少子化対策の一環として子育て世帯の負担を軽減するため、平成 30 年４月から
３歳児以上でかつ第２子の保育料を無料化しました。
　３歳児以上とは、平成 30 年４月２日現在（以下「基準日」といいます。）満３歳以上の者です。また、第２子とは、
国の制度上の第２子のことであり、次の児童を指します。

①幼稚園（認定こども園（幼稚園部分）を含む）の入園児
　基準日において、小学校３年生以下の範囲内で上から順番に第１子、第２子、…とカウントします。

②保育園（認定こども園（保育園部分）又は地域型保育（家庭的保育事業等）を含む）の入園児
　 基準日において、未就学（満５歳以下）の範囲内で上から順番に第１子、第２子、…とカウントします。

★第１子、第２子、…カウント及び無料化のイメージ図

（例１：幼稚園）	 	 	 	 	 	 （例２：保育園）
対象児童 A（小学校４年生）	 	 	 	 対象児童 A（小学校４年生）
対象児童 B（小学校３年生）第１子	 	 	 対象児童 B（小学校３年生）
対象児童C（幼稚園５歳）第２子→無料化	 	 対象児童C（保育園５歳）第１子
対象児童D（幼稚園３歳）第３子→従来から無料	 対象児童D（保育園３歳）第２子→無料化

（注１）幼稚園については、別途給食費の負担があります。また、保育園と預かる条件や時間等も異なります。
（注２）第３子（国の制度上）については、従来から無料となっております。

　第２子の保育料は、本来は保育料基準額の半額となっておりますが、本市独自の保育料軽減により、保育料を無
料化しました。ただし、年収約 360 万円未満の世帯については、上記①及び②にあるような第１子、第２子、…の
カウントはせず原則年齢制限を撤廃し、第１子、第２子、…とカウントします。

○詳しくは、公立幼稚園又は私立幼稚園に関しては教委総務課まで、保育園、認定こども園、地域型保育に関し
ては福祉課までお問い合わせください。

保育園

幼稚園

0歳 1歳

2歳以下は
カウントしない

第3子

第3子

第2子

第2子

第1子

全額4月から
無料

4月から
無料

無料

無料

第1子
小1以上はカウントしない

小4以上は
カウントしない

2歳
（年少）
3歳 小1 小2 小3 小4

（年中）
4歳

（年長）
5歳

×

××
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軽自動車税の減 免申請はお早めに
税務課（☎ 33-5616）

　軽自動車税の納期限は５月 31日（木）です。
　４月１日現在、身体障がい者が所有する軽自動車な
ど、次の場合は、軽自動車税の減免の対象となります
ので、申請してください。
　なお、普通自動車で自動車税が減免となっている場
合、軽自動車で減免は受けられません。
　また、昨年申請した方で、同じ軽自動車を使用し、
障害等級などに変更のない場合は、申請の必要はあり
ません。
〇対象となる軽自動車等

①歩行が困難な身体障がい者が所有する軽自動車等
で、もっぱら自身が運転するもの

②歩行が困難な身体障がい者または精神障がい者が
所有する軽自動車等 ( ※１) で、もっぱら自身の通
学・通院・通所若しくは仕事などのために、家族な
ど一緒に生活する方が運転するもの

※１ 身体障がい者で 18 歳未満の者または精神障が
い者と生計を一にする方が所有する軽自動車等
を含む

③歩行が困難な身体障がい者等のみで構成される世
帯が所有する軽自動車等で、もっぱら通学・通院・
通所若しくは仕事などのために、世帯員を常時介
護する方が運転するもの

④車の構造がもっぱら身体障がい者等が利用するた
めのもの

※肝臓機能障害も減免対象になります。
※下肢障害６級以上を含み、かつ、異なる部位の障

害等級の合算判定の結果、合算後等級が２級以上
となる場合、生計同一者または常時介護者による
軽自動車の運転は、減免対象になります。

※身体障がい者等一人につき１台に限ります。
※身体障がい者の手帳の級に該当しても、障害の内

容によっては減免が受けられない場合もあります。
〇申請期限　５月 24 日( 木 )
〇申請方法
　次のものを持参し、税務課もしくは市来庁舎市民課
の窓口で申請してください。

・身体障害者手帳、療育手帳等
・当該車両を運転する方の運転免許証
・マイナンバーカードまたは通知カード等
・車検証
・軽自動車税納税通知書
・印鑑
〇問 合 せ　税務課市民税係

市 営 住 宅 入 居 者 募 集 に つ い て
都市計画課（☎ 21-5154）

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身

入居

ウッドタウン　
（脳神経外科

近く）
平成 10 年度

1 戸
木造 2 階建

3LDK
水洗トイレ

不可

平佐原住宅
（市来小学校

近く）
平成 17 年度

1 戸

耐火 3 階建
（2 階）

3DK
水洗トイレ

不可

日ノ出住宅
（アクアホール

近く）
平成 11 年度

1 戸

耐火 3 階建
（1 階）

2DK
水洗トイレ

可
（但し
60 歳
以上）

日ノ出住宅
（アクアホール

近く）
平成 14 年度

1 戸

耐火 4 階建
（3 階）

3DK
水洗トイレ

不可

〇家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
〇入居基準（主なもの）
・持ち家がなく、住宅に困っていること
・世帯の月額所得が 158,000 円以下であること
  （詳細は住宅管理係まで）
・同居する家族がいること
・市税・水道料金などの滞納がないこと
・原則として、公営住宅に入居していないこと
・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
〇入居時必要なもの
・敷金（家賃の 3 か月分）
・駐車場保証金（2,490 円 /1台）

※駐車場は１世帯につき１台まで
( ウッドタウンは２台まで ) 

・連帯保証人（2 人）
〇申込期限　　5 月 21日（月）必着

※公募住宅は既設住宅で、年数も経過しているため
壁等に傷みや汚れがあります。

〇抽 選 日
・ウッドタウン

5 月 29 日（火）10：00 ～串木野庁舎 2 階会議室
・平佐原住宅、日ノ出住宅

5 月 29 日（火）14：00 ～市来庁舎研修室
〇入居予定日　6 月 6 日（水）
〇申込・問合せ  

都市計画課　住宅管理係
土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）
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事業所用防災行政無線戸別受信機の設置
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

　市では、事業所等に戸別受信機の設置を行っていま
す。設置希望の事業所等は、まちづくり防災課へご連
絡ください。
〇戸別受信機の設置について
・戸別受信機の設置場所には、電源（コンセント）

を確保してください。
・戸別受信機は無償で貸与し、設置費用も無料です

が、別途配線工事等が必要な場合は、事業所等の
負担となります。　

・戸別受信機は、主となる事務所等に設置すること
としますが、複数個所に設置が必要な場合は、そ
の旨ご依頼ください。ただし、在庫数によりご希
望に沿えない場合があります。

・設置の際、受信確認を行い、受信レベルが低い場
所については、無償で外部アンテナを設置する場
合があります。なお、戸別受信機の設置できない
場所もありますのでご了承ください。

・その他、不明な点はまちづくり防災課へ問い合わ
せください。

防 災 行 政 無 線 を 用 い た
「全国一斉緊急情報の伝達試験」の実施

まちづくり防災課（☎ 33-5631）
　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に備え、
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）で送られてくる国か
らの緊急情報を防災行政無線を用いて皆様へお伝えす
るようにしています。
　次の日程で緊急情報伝達手段の試験を行います。
　皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
〇日　時　５月16 日（水）11：00 ～
〇防災行政無線の放送内容

※本市以外の地域でも、全国的に同じように試験が実
施されますので、災害と間違えないよう注意してくだ
さい。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの災害時
に国から送られてくる緊急情報を人工衛星などを活用
して瞬時に情報伝達するシステムです。

職業訓練指導員（48 時間）講習生の募集
水産商工課（☎ 33-5638）

　職業訓練指導員として必要な指導・訓練方法等の能
力を習得するために、厚生労働省の講習実施要領により
実施されます。
　講習終了後、本人の申請に基づき鹿児島県知事から
職業訓練指導員免許が交付されます。
〇期　　日	 ７月 24 日（火）～ 26 日（木）
 ７月 31 日（火）～ 8 月 2 日（木）の 6 日間
 （各日とも9：00 ～17：00）
〇場　　所	 ポリテクセンター鹿児島（予定）
 鹿児島市東郡元町 14 －3
〇受講資格（主なもの）
・技能検定（国家試験）の1 級・単一等級合格者
・職業能力開発校修了者で 4 年～10 年の実務経験者
・学校教育法による免許職種に関する学科を修めた者

で、大学卒者 2 年、短大・高等専門学校卒者４年、
高等学校卒者 7 年の実務経験のある者

〇受付期間　5 月 21日（月）～６月１日（金）必着
〇定　　員　 30 名 ( 定員になり次第締め切ります )
〇受 講 料　15,600 円（テキスト代込み）
〇申込・問合せ　〒 892-0836 鹿児島市錦江町 9-14

鹿児島県職業能力開発協会
☎ 099-226-3240
　

パ ソ コ ン 講 座 の ご 案 内
水産商工課（☎ 33-5638）

　初心者や中高年者を対象としたパソコン講座の受講
生を募集します。
〇日　　時　6 月1日（金）～7 月 2 日（月）
　　　　　　毎週月・水・金曜日（全 14 回）
　　　　　　9：00 ～16：00
〇場　　所　川内技術開発センター
〇内　　容　パソコン入門・操作の基本
　　　　　　文書作成（Word2010）
　　　　　　表計算（Excel 2010）の基本テクニック
　　　　　　ビジネス文章・インターネット利用等
〇定　　員　18 名
　　　　　　（定員に満たない場合は開講しない場合
　　　　　　があります）
〇受 講 料　28,000 円（税込・テキスト代含）
〇申込締切　5 月 24 日（木）
〇申込方法　郵送又は FAX
　　　　　　（講座名・住所・氏名・電話番号を記入）
〇問 合 せ　川内技術開発センター
　　　　　　☎ 22-3873　FAX 20-6423

～防災行政無線チャイム～
「これは、J アラートのテストです。」×３回
「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」
～防災行政無線チャイム～
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市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の
指 定 申 請 受 付 に つ い て

上下水道課（☎ 21-5157）
　市公共下水道の排水設備等の工事は、市が指定した
指定工事店が行うこととなっています。
　平成 30 年度の排水設備指定工事店の新規及び継
続指定申請を受け付けますので、関係書類を添付して、
申請してください。
〇申請期限　　  ５月 31日（木）
〇申請・問合せ　上下水道課　下水普及管理係

普 通 救 命 講 習 会 の 受 講 者 募 集
消防本部（☎ 32-0119）

〇日　時　5 月 27 日（日）10：00 ～12：00
〇場　所　市消防本部　２階会議室
〇定　員　15 名
〇対象者　市内在住（在学）の方
〇受講料　無料
〇申込み　5 月 25 日（金）までに消防本部救急係へ

2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サー
ビスのうち、(1)脱毛、(2)にきび・しみ等の除去、(3)しわ・た
るみの軽減、(4)脂肪の減少、(5)歯の漂白等について、特定の
方法によるものはクーリング・オフ等ができるようになりました。
特定商取引法の特定継続的役務提供の要件（提供期間：1カ月超、金額：

5万円超、治療内容・方法等）
に当てはまる場合は、一定期間内のクー
リング・オフや、一定期間経過後の中
途解約ができます。
中途解約では、事業者により解約料が決め
られている場合は解約料を支払う必要が
あります（事業者が請求できる解約料には
上限があります）。

一部の美容医療で
クーリング・オフが可能に。
特定商取引法が改正されました

●美容医療サービスの中には、高額な契約になるものがあります。また、皮膚障
害ややけどなどの危害も一定数発生しています。
●クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安全
支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶことが大
切です。
●契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で、施術
を受けるか決めましょう。
●困ったときは、いちき串木野市の消費生活センター（☎ 33-5638）等にご相
談ください（消費者ホットライン188）。

ひとこと助言

見守るくん

見守り
新鮮情報
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５ 月 は「 消 費 者 月 間 」 で す
水産商工課（☎ 33-5638）

　毎年 5 月は「消費者月間」です。「ともに築こう豊かな
消費社会～誰一人取り残さない～」を統一テーマに、全
国で消費生活問題の解決に向けた取り組みを行います。
　本市では次の取り組みを行います。
〇消費生活に関する見守り情報等のパネル展示
・日時　5 月15 日( 火 ) ～ 5 月 27 日( 日 )

9:00 ～20:00
・場所　ドリームセンター　にぎわいホール
・内容　 「どんな手口で勧誘が行われているのか」、

「どんな製品事故が発生したのか」など
最新の情報をお知らせします。

〇街頭キャンぺーン
・日時　5 月10 日( 木 ) 11：00 ～12：00
・場所　ニシムタ串木野店食鮮館
・内容　消費生活に関するチラシやグッズ ( ボールペン
　　　　等 ) の配布。
〇出前講座の開設
・日時　5 月 24 日( 木 ) 10：00 ～11：00
・場所　まちなかサロン
・内容　県消費生活センターとの共催による一般向け

消費生活講座。申し込み不要、どなたでも参
加できます。
消費生活センターのご案内

ジャンボタニシ捕獲大作戦　参加者募集
農政課（☎ 33-5636）

　ジャンボタニシの被害に困っている農家を救うため
に、ジャンボタニシ捕獲大作戦を開催します。みなさん
の力をお貸しください。

〇日　　時	 	６月２日（土）10：00 ～
〇会　　場	 川上舟川後の棚田
〇内　　容	 	・制限時間に捕獲したジャンボタニシ 
   の重さにより順位を決定
  ・入賞者にはお米を贈呈
〇定　　員	 50 名（先着順）
〇対 象 者	 小学生
〇参 加 料	 無料
〇申込期限	 	５月 25 日（金）
〇申込・問合せ 舟川後棚田保全会事務局 ☎ 33-5636

第 17 回 荒 川 ほ たるで ナイト 開 催
観光交流課（☎ 33-5640）

〇期　間　５月19 日（土）・20 日（日）の 2 日間
〇場　所　荒川川・荒川小学校・荒川交流センター
〇内　容
【土・日共通】

地元郷土芸能、太鼓演奏、地元野菜販売、
絵画作品展示、荒川川でホタル見学

【土曜日のみ】　
・夕食販売（要予約１食 500 円 ※数量限定）
・無料シャトルバス運行（要予約）
※ただし、荒天の場合は日曜日に延期

シャトルバス時刻表

区分 ＪＲ
串木野駅 JA 荒川分室駐車場 ＪＲ

串木野駅

第 1 便 17:00 発 17:15 着 － －

第 2 便 18:00 発 18:15 着 － －

第 3 便 19:00 発 19:15 着 20:30 発 20:45 発

第 4 便 － － 21:00 発 21:15 着

※駐車場に限りがあるため、できるだけシャトルバスを
ご利用ください。

【シャトルバス・夕食の予約締切】５月15 日（火）
【ホタルガイド】　

５月18 日（金）～22 日（火）19:30 ～
19:30 までに荒川交流センター駐車場に集合

【絵画作品展示】
薩摩金山蔵　５月 26 日（土）～６月10 日（日）
終了後、串木野庁舎で展示します。

〇予約・申込み
　いちき串木野市総合観光案内所　☎ 32-5256

西郷どん盛り上げ隊 in いちき串木野
今 月 の ご み 拾 い 作 戦

観光交流課（☎ 33-5640）
　西郷どんとゆかりのある本市を訪れる方 を々気持ちよ
く迎えるための「ごみ拾い」ボランティア活動を実施しま
す。
〇日　時　５月 27 日（日）8：00 集合
〇場　所　薩摩藩英国留学生記念館　

※車をご利用の方は、薩摩藩英国留学生記念館の
　「やしの木駐車場」をご利用ください。
〇申込・問合せ　西郷どん盛り上げ隊事務局

☎ 32-5256

　「困った」、「どうしよう」・・・
　訪問販売や電話勧誘など消費生活について困った時
は、ひとりで悩まず、消費生活センターへ相談くださ
い。問題解決のための助言や情報提供、あっせんなど
を行っています。

困った時はすぐ相談
・消費生活センター　 ☎ 33-5638
・消費者ホットライン  ☎ 188
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白 浜 マ ル シ ェ 開 催
食のまち推進課（☎ 33-5621）

　毎月第３日曜日に、羽島の白浜温泉駐車場にて、マ
ルシェを開催しています。地元羽島で採れた野菜、飲
食店によるお弁当や、がねなど、羽島ならではの買い物
を楽しめます。みなさまのお越しをお待ちしています。
〇日　程　５月 20 日（日）
　　　　　12：00 ～16：00 頃
　※商品がなくなり次第終了する場合があります。
　※悪天候等により中止する場合があります。
〇場　所　くしき野白浜温泉　駐車場内 
〇問合せ　じゅがいもの会　事務局　惠良（えら）
　　　　　☎ 090-3017-1616

「 三 井 の あゆみ」 講 演 会 について
社会教育課（☎ 21-5128）

　三井家に関わる文書、史料、美術品などを収蔵、管
理して研究している公益財団法人三井文庫が特別講演
を行います。
　どなたでも参加できます。ぜひご来場ください。
〇日　時　5 月19 日( 土 ) 15：00 ～16：30
〇内　容　「三井のあゆみ」

講師　公益財団法人三井文庫
　　　主席研究員　木庭俊彦　氏

※江戸時代の呉服商三越や両替商から始まった三井
グループの略史について

〇参加料　無料
〇場　所　三井串木野鉱山株式会社内
　　　　　五反田会館
〇問合せ　三井串木野鉱山株式会社　☎ 32-2800

生 涯 学 習 講 座 開 講 式
社会教育課（☎ 21-5128）

　平成 30 年度いちき串木野市生涯学習講座の開講式
を次のとおり行います。
〇日　程　５月１１日（金）

・開講式受付    9：00 ～ 9：20
・講座ごとの打合せ   9：20 ～ 9：50
・開講式　　　　 10：00 ～10：20
・記念公演　　 10：30 ～ 11：40
　　鹿児島県警察音楽隊ふれあいコンサート他

〇場　所　 市民文化センター 大ホール
※講座受講者は 9：20 までにお越しください。
※中央高齢大学の開講式もかねています。高齢大学

生の方は 10：00 までにお越しください。
※記念公演は、どなたでも無料で参加できます。
※駐車場の混雑が予想されますので、出来るだけ乗

り合わせてお越しください。

平 成 30 年 度　 救 命 講 習 のご 案 内
～消防署では救命講習を毎月行っています～

消防本部（☎ 32-0119）

　突然目の前で大切な人が倒れてしまったら…
　その場にいたあなたは、そ
の人の命を守る行動がとれます
か。
　一刻を争う場合、そばにいる
あなたの救命手当が何より重要
です。
　救命講習で正しい知識と救
命技術を身につけましょう。多くの方の受講をお待ちし
ています。

講習の種類 内　容 講習
時間

講習
実施日

普通救命
講習会

心肺蘇生法
AED の使い方
止血などの
応急手当

120 分
第 4 日曜日

5 月 .7 月 .9 月
11 月 .1 月 .3 月

に実施

救命入門
コース

心肺蘇生法
（人工呼吸除く）
AED の使い方

45 分
第 4 金曜日

6 月 .8 月 .10 月
12 月 .2 月

に実施

※受講料はすべて無料です。
※心肺蘇生は５年ごとに要領が見直されます。繰り返し

受講し、最新の救命技術を身につけることが大切で
す。

※受講者の募集については、各月のお知らせ版にて案
内します。

平成 30 年度危険物取扱者保安講習
( 法 定 講 習 ) の 開 催 に つ い て

消防本部（☎ 32-0119）
　危険物の取扱いに従事している方は、一定期間内に
保安講習の受講が義務付けられています。
　免状を確認して、受講してください。
〇受付期間　6 月1日（金）～ 6 月 22 日（金）
〇講 習 日　7 月 5 日（木）～10 月 25 日（木）
〇講習会場　県内各地、合計２２回実施
　　　　　　県内いずれの実施場所でも受講できます
　　　　　　が、事前に受講申請書の提出が必要です。
　　　　　　 受講 申請書は消防 本部及びいちき分
　　　　　　遣所にあります。
〇申込・問合せ　 〒８９０－００６４

鹿児島市鴨池新町５－１９
鹿児島県石油会館３階

（一社）鹿児島県危険物安全協会
☎・FAX　099-257-5200
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串木野中学校のＬＤ・ＡＤＨＤ通級指導教室
学校教育課（☎ 21-5127）

　市では、平成 30 年４月から串木野中学校にＬＤ・Ａ
ＤＨＤ通級指導教室を開設しました。市内の他の中学
校からも、通級による指導を受けられます。
〇教室名　串木野中学校「学び舎」（まなびや）
〇対　象　中学生
〇内　容

（１）ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）
のある生徒一人ひとりが、それぞれのよさを発揮
しながら望ましい集団生活の過ごし方を身に付け
られるよう、個別の指導の場を設けます。

（２）次のような課題や悩み等を、個別の計画に基づい
て、解消を図ります。
・聞く・読む・書く・計算する・推論するなどのうち、

ある特定の事柄を苦手とする。
・すぐに興味が移ったり、集中が長く続かなかった

りする。
・気持ちを抑えることが難しかったり、危ないこと

への注意が足りないことがあったりする。
〇指導時間　相談の上、決定します。
　　　　　　（週に１～２回程度、１回５０分）
〇手続等　まず、在籍している中学校長に相談して

ください。詳しくは、学校教育課へお問い
合わせください。

英 語 検 定 受 験 料 の 補 助 に つ いて
教育委員会総務課（☎ 21-5126）

　子ども達の英語のコミュニケーションの素地・能力を
向上させることを目的に、英語検定補助制度を実施して
います。
〇対	象	者　本市在住小・中学生の保護者
〇補	助	額　英検受験料のおおよそ半額
　　　　　 （児童生徒 1 人につき年度内 1 回のみ）
〇申請方法　

市内公立中学校の場合、学校で取りまとめて手続
きをすることができます。そうでない場合は、直接
教育委員会で手続きしてください。（領収書・印鑑等
が必要）

〇問	合	せ　教育委員会総務課

男女共同参画基礎講座受講者募集
政策課（☎ 33-5672）

　男女共同参画の基礎知識や、身近なところで理解を
広めるためのスキルを学びませんか。

期 日 内容・テーマ

６/２（土）
・データで読み取る鹿児島県男女共同
　参画の現状と課題
・男女共同参画についての基本的な考え方

６/16（土） 男女共同参画と人権

６/23（土）「私」を振り返り「私」に出会うワークショップ

６/30（土）男女共同参画の視 点に立った地域
コミュニティづくり

〇開催時間　全講座 13：15 ～16：45
〇会　　場　かごしま県民交流センター東棟３階
〇受講資格　原則として毎回受講できる方
〇参	加	費　 無  料　※託児もあります。
〇定　　員　80 人
〇締　　切　５月 26 日( 土 )
〇申込・問合せ　鹿児島県男女共同参画センター

（かごしま県民交流センター内）
☎ 099-221-6603
FAX 099-221-6640
メール
p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp

い き い き 女 性 講 座 受 講 生 募 集
働く女性の家 (☎ 32-7130）

講座名 日時 定員 内容
( 持ってくる物 )

ジップロック
で作る梅干し

5/31( 木 )
9:30 ～
12:00

30 名

減塩で無添加の
簡単梅干し作り
です。
( エプロン、三角
巾、500 円程度 )

〇対　象　市内に居住又は、勤務している女性を優先
　　　　　し、男性の方も受講できます。
〇場　所　働く女性の家
〇受講料　無料 ( 材料費は実費負担 )
〇申込み　5 月 25 日 ( 金 ) までに、働く女性の家へ
　　　　　お申し込みください。
　　　　　（受付時間 火曜～土曜　9：00 ～17：00）
〇託　児　満２歳以上～未就学児。希望される方は、

申込時にお知らせください。
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生 涯 学 習 講 座 　 ( 短 期 講 座 )  受 講 生 募 集
社会教育課（☎ 21-5128）

講　座　名 募集対象 講座内容 実施日・時間 会　場

こども
英会話教室

年中～小２の
子どもで
家族同伴

( 定員 10 組）

ゲームや歌に合わせて親子で英語に
親しんでみませんか。

6/10　6/24
7/8　 7/22

第 2・第４日曜日（全４回）
10:30 ～11:30

市来保健センター

きらめく人生
のつくり方

一般成人
( 定員 15 名 )

①整理の基本
②モノとの上手な別れ方（洋服・書類）
③お金の整理
④エンディングノートと自分整理
⑤掃除の極意・おさらい

6/7　７/5　9/6
10/4　11/1

第１木曜日（全５回）
19:00 ～20:30

※昨年好評の講座を
夜開催します。

中央公民館

〇申込締切　５月 22 日（火）
〇受 講 料　無料 ( 材料費等は実費負担 )　
〇申 込 み　社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールにある申込書に記入し、備え付けのポストに投函。

（ファックスでの申込みも可。氏名・住所・電話番号・年齢・申込講座名を記入。ＦＡＸ 36-5044）
※申込者が少ない場合は開講しないことがあります。
※定員を超えた場合は、初めての方を優先し、それ以外は抽選となります。申込結果は全員に通知します。

総 合 観 光 案 内 所　6 月 体 験 講 座 参 加 者 募 集
観光交流課（☎ 33-5640）

　居住地（本市内・市外）を問わず受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。託児サービスは
ありません。
〇場　所　いちき串木野市総合観光案内所研修室

講　座 日　時 対象・定員 内　容
参加料

（材料代）
お一人

申込期限

初夏のおもてなし
パーティー料理
【料理体験】

６/１０( 日）
10:00 ～13:00

どなたでも
２０名

旬の食材を使った、おもてなし
料理を紹介します。 1,600 円 6/2( 土 )

～お茶のいいとこ
丸ごと学べる～

日本茶のおいしい
入れ方＆ランチ作り

【料理体験】

６/１６（土）
10:00 ～13:00

どなたでも
２０名

地元食材と緑茶などを使った
料理作り。各種お茶の特性の
紹介やおいしい日本茶の入れ
方も体験します。　

1,200 円 6/9( 土 )

切り絵師に学ぶ
【切り絵体験】

平日の約 2 時間
（１週間前までに

要予約）
１０名

（1名から催行）
はがきサイズの作品を作ります。

（体験場所：アトリエ武蒼） 3,000 円 通年

〇予約・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　　☎ 32-5256　 http://ichiki-kushikino.com/

発　　行：	いちき串木野市役所　政策課
〒890-8601	 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
	 （TEL）0996-32-3111（FAX）0996-32-3124

ホームページ：	 http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
携 帯用：	 http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/mobile/
E-mail：	 info@city.ichikikushikino.lg.jp


